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一大洲市長が、今年の台風による災害の状況、国庫

補助負担金等に関する改革案について、その所見を

訴えられました。この意見発表を受けて、大会決議

文を瀬戸孝則全水連副会長（福島市長）が力強く朗

読し、全会一致により原案のとおり決議されました。

この決議文をもって国会議員ならびに内閣府、財務

省等関係各省へ要望することについて説明があり、

平成 年度治水事業促進全国大会は、熱気さめやら

ぬ中その幕を閉じました。

要望活動は、国会議員の先生方には参加者全員に

より実施していただいたほか、内閣府、財務省等関

係省には、市区町村長の要望代表者により実施して

いただきました。

なお、財務省には陣内会長自ら要望を実施してい

ただいたほか、内閣府等には岩井國臣、脇雅史両参

議院議員の議員秘書に引率していただきました。要

望活動にご尽力いただきました皆様に、心からお礼

申し上げます。

（ ） 平成 年 月 日 治 水 （第三種郵便物認可） 第 号

平成 年度の治水事業促進全国大会は、心配され

た夜半からの大雨も上がり、まずまずの天候のもと、

予定を繰り上げて 月 日（月）午後 時 分から砂

防会館別館において開催されました。

今年の大会は、先ず地方 団体から政府に提出さ

れた 国庫補助負担金等に関する改革案 の議論が

なされている最中であること、それにかってない

個という多くの台風が上陸し、また、 月 日には

新潟県中越地震が発生するなど、全国各地に甚大な

災害が発生している状況の中で開催されたため、参

加者の関心は高く、充実した大会となりました。

大会には、蓮実進国土交通副大臣、岩崎忠夫、中

野正志、伊達忠一の各国土交通政務官、多くの国会

議員の先生方をはじめ、清治真人河川局長ほか国土

交通省幹部職員ならびにたくさんの関係団体の長を

来賓としてお迎えし、全国から市区町村長ほか治

水・利水事業関係者等 余名が参加して、全国

地区において開かれた地方治水大会の成果を結集

して、盛大に開催されました。

第 部では、清治真人河川局長から 治水事業を

巡る最近の状況 と題しまして、ご講演をいただき

ました。

第 部の促進大会では、先ず主催者として陣内孝

雄全水連会長（参議院議員）が挨拶をした後、陣内

会長が大会議長に推挙され、大会は進められました。

蓮実進国土交通副大臣が祝辞を述べ、ご臨席されて

いる国会議員の先生方、国土交通政務官、河川局長

ほかのご来賓が紹介されました。

意見発表では、加藤光徳伊勢市長ならびに桝田與



平成 年 月 日 治 水 （第三種郵便物認可） 第 号 （ ）

ご紹介いただきました河川局長の清治でございま

す。

いつもであれば、治水課長が昨年なんかもしっか

りと皆様方に近況のお話をさせていただいていたわ

けでありますけれども、今年の全国大会は、例年と

比べていろいろ厳しい状況がございますので、例年

よりも繰り上げて、今日、ここに大会を持つことに

なりました。是非私から皆様方にお話をさせていた

だく時間を持っていただき、 分ほどの限られた時

間でございますが、 点、お話をさせていただきた

いと存じます。

つは、今年、非常に災害の多い年でございまし

て、今日、お集まりの皆様方も災害の対応で追われ

た方、それから、その復旧、あるいは復興に向けて

現在、御尽力いただいている方も大変多いのではな

いかと思っているわけであります。

もう 点は、大まかには三位一体の改革というこ

とで、補助金改革の話が先行しておりますが、これ

も 月中旬にはまとめる方向ということになってお

りますので、今、大変重要な時期を迎えているとい

うことでございます。この 点につきまして簡潔に

お話をさせていただきたいと思います。

災害の状況

それでは、画面の方を見ていただきたいと思いま

す。

最初に災害の状況についてお話し申し上げます。

今年は左側に台風の進路、それから梅雨前線、梅

雨前線は同じ梅雨前線が上がったり下がったりした

ということで つのものと考えていただいて結構か

と思いますが、 月から豪雨災害が続きました。台

風は、台風 号から 月に つ上陸したということ

でありますが、一番大きかった 号台風までに 個

の台風が上陸いたしました。平年に比べると 倍近

い、今までの記録が 個ということでありましたの

で、一気にそれをオーバーした年でございました。

太平洋の高気圧の張り出し具合、あるいは海の水温

というか、海温が高かったこと、こういう状況下で

起こっておりますので、来年以降も引き続き警戒が

必要ではないかと見られているわけでございます。

右側にグラフが つございますが、上のグラフが

この梅雨前線後、あるいは台風によりましてお亡く

なりになりました方の数、いまだ行方不明の方の数

をグラフで示してございますが、台風 号が非常に

大きい被害だったということがお分かりいただける

かと思います。

それから、下のグラフが河川に関係する浸水の戸

数でございますが、これも台風 号を上回りまして、

台風 号が非常に大きかったということがお分かり

いただけるかと思います。 月の時点では新潟ある

いは福井の水害で大変だ、大変だと言って私どもも

対応に追われていたわけでありますが、この棒グラ

フで見ていただきましたら分かるように、台風の場

合には、全国的に被害を受けてしまうというような

状況にあって、数字としては大きくなってしまうと

いうことでございます。

それから、その次の画面を見ていただきたいと思

いますが、これが土砂害でございます。最近の土砂

害の件数を、上からがけ崩れ、地すべり、土石流の

順で棒グラフにしたものでございます。今年は今ま

でに という数字が入っておりますが、今日の

報告で という件数があがっております。これ

は長崎水害の年でありました昭和 年の 件を

大きく上回っておるという状況にあるわけでござい

ます。

その次の画面で見ていただきますと、豪雨の傾向

を概観していただけるように、よくいろんなところ

で使わせていただいておりますが、上が 以上の

時間雨量を観測した地点の数を示してございます。

下が 以上の雨を観測した地点の数です。昭和

第 部
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清 治 真 人

治水事業を巡る最近の状況



年代、 年代から平成のはじめにかけて、それから

最近、今年がまだ 年目ですから、 年間、平均し

なければ比べられませんが、その平均値はだんだん

回数が上がってきているということであります。こ

こ 年間の平均値に対して、例えば 以上の平均

発生回数が 回であったわけでございますが、こと

しは既に 回という数字になっております。当然

平均値の というのが引っ張り上げられることにな

るかと思います。

同様に 以上の雨につきましても、昨年まで

年間で平均 回でございましたが、今年は既に

回発生している。こういう状況にあるわけでござ

います。

以下、災害の様子を写真で見ていただきたいと思

います。

これは新潟・福島豪雨と呼ばれている新潟の被災

の状況でございます。

右側の写真が五十嵐川という信濃川に合流する川

でございますが、三条市内で左岸の堤防が破堤いた

しました。これによりまして、左側にありますよう

に、三条市が泥海と化したわけでございます。 名

の方がお亡くなりになりまして、浸水戸数 万

戸という非常に大きい水害になりました。

その次を見ていただきますと、刈谷田川でござい

ます。これは先ほどの五十嵐川の西側で、やはり信

濃川に合流する川でございますが、これも延々と連

続堤を持っております中小河川でありますが、非常

に大事なところで堤防を破堤させてしまったわけで

ございます。左と右がその破堤前と破堤後の写真で

ございますが、ちょうど破堤地点のところにお寺と

か墓地があったわけでありますが、もうその残骸が

少し残っている程度という大変な破壊力でありまし

たし、家もたくさん破壊された。ここでも 名の方

がお亡くなりになったわけでございます。

こういう水害に対しまして、災害復旧助成事業を

立ち上げておりまして、写真は刈谷田川ですが、右

岸側が見附市で左岸側が中之島町になりますが、左

岸側の方で破堤して大きな被害になったわけでござ

います。

次、福井市内で足羽川が破堤いたしました。これ

も左岸側でありました。福井市の真ん中でございま

して、右岸側が切れると、福井駅とか、県庁とか、

そちらの方まで浸水が広がるというような場所であ

りましたが、ここでも大変な水害になりました。福

井豪雨によりましては 名の方が犠牲になられて、

浸水戸数も 万 戸とほぼ新潟のケースと同じ

ような被害を受けたわけであります。

ここは河川激特を立ち上げておりまして、現在、

福井県の方で頑張っていただく取組みがなされてい

るところでございます。

その次の写真は破堤地点、あるいは破堤したこと

によりまして、福井市内が浸水している状況でござ

います。

この福井豪雨におきましては、足羽川の上流の美

山町で大きい土砂災害があったわけでございます

が、その美山町での つの沢の被災状況を示してご

ざいます。

次は、台風 号によりまして高潮の被害があった

わけでありますが、非常に大きかったのが高松市内

が高潮で水浸しになっております。これは今までの

潮位記録を ほど上回るような大変な高潮であり

まして、ここで浸水家屋数が 万 戸を超える

万戸というような報じられ方もしておりました

が、高潮と、市内の中小河川があふれて水害にあっ

たわけでございます。

それから、その次に台風 号の愛媛の土砂害でご

ざいますが、新居浜で 名の方がお亡くなりになり

ました現場でございます。高速道路の上の法面から

崩壊が発生いたしまして、高速道路を乗り越えて、

その下の家屋が 棟全壊いたしまして、 名の方が

お亡くなりになったということであります。 人の

方は助けに行かれた方だと聞いております。

それから、次でございますが、台風 号でついに

直轄の堤防が破堤するに至りました。兵庫県の北部

の豊岡市でございますが、ここでの浸水は円山川の

ほぼ全域にわたる浸水でございました。円山川は非

常に地盤が悪く低いところであります。豊岡の市内

で、低いところは標高 位しかないというような

ところでありますが、そこで河川改修の方も、なか

なか地盤の関係等で進まないという途中での被害で

ありました。ほぼ暫定堤で、計画高水位ぐらいの高

さの堤防があるわけでありますが、それが越水もし

くは浸透の影響もあるのではないかといわれており

ますが、現在、これの調査委員会が検討を始めたと

ころでありますけれども、本川の右岸側と、本川に

合流する出石川がありますが、これの左岸側と カ

所、大きく破堤いたしました。これによる浸水が約

位ございました。円山川全体では約 位の

浸水になっておりまして、ほぼ 割方浸水したよう

な大きい出水であったわけでございます。
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それの状況が次の写真で見ていただけますよう

に、上の左側の写真が出石川の左岸側の破堤の状況

でありますが、破堤したところで家屋の全壊等が発

生しております。右側は本川・円山川の右岸側、市

役所とかありますのは左岸側の方でありますが、右

岸側の方で破堤しております。

その次の写真は、出石川の破堤地点のすぐそばの

家屋が大変な被害を受けている状況であります。堤

防が破堤した際のエネルギーといいますか、破壊力

が大変なものだということを新潟の中之島の災害、

それから、出石町の災害で目の当たりにしたわけで

ございます。

次に京都の由良川でございますが、これは長い時

間報じられましたので記憶に新しいと思いますが、

バスが道路上で立ち往生し、このバスの上に 名の

方が避難されて一夜を明かし九死に一生を得て、次

の日の朝、ヘリコプターで救出されたというところ

でございます。

由良川の改修につきましても、この河川の特性で

連続堤方式がとれないものですから、輪中堤、ある

いは地上げ、こういうものの対策で対応していこう

としているわけであります。その中を走る国道での

通行止めのタイミング等の問題が問われるかと思い

ますが、このバスだけではなくて、さらにその倍以

上の方が取り残されたというような状況に至ったわ

けであります。

海岸でも大きい被害が出ました。高知の室戸市で

ございますが、菜生海岸というところで高潮堤防が

高波によりまして破壊してしまったということであ

ります。高波がこのコンクリートもろとも背後の住

宅を襲いまして、 棟が破壊され、そのうちの市営

住宅にいらっしゃった方 名がお亡くなりになった

ということでございます。これにつきましても調査

委員会を立ち上げて、全国的に同様な問題のあると

ころはないかということでこれから対応を進めてい

く予定にしております。

それから次、地震の関係でありますが、この中越

での地震は、余震も含めて大変エネルギーが分散し

て発散されたということでございます。震源地、

カ所示してありますが、この震央に近いところで大

きい被害が発生しております。

次の写真では、信濃川の本川の右岸堤防の被災状

況、これは応急復旧を実質 日位で対応しておりま

すが、現在、仮復旧している状況にございます。

それから次に土砂害の関係でありますが、山古志

村全村避難しておりますが、そこを空から見ますと

崩壊地が発生しているわけでして、前代未聞のよう

な荒れた状況になっているわけでございます。

それから次が、これは地すべりとか崩壊によりま

して川がふさがれて水が溜まっておりまして、この

水によって浸水した家屋、あるいはこれが破壊した

ときに土石流となって下流を襲うということで、現

在、 名以上の方が避難を続けているということ

でございます。監視カメラをつけたり、センサーを

つけたり、それから、現地に重機を入れたり、ポン

プを入れたりして、今懸命に対応しているわけでご

ざいます。

それから次の写真は、ワゴン車の捜索で、これも

テレビで報じられました男の子 人が助かりました

が、 名の方が犠牲になった現場でございます。

三位一体改革について

それから、三位一体の改革につきまして、少しお

話をさせていただきます。

三位一体の改革は、三位一体で進めるのが筋であ

りまして、下の のところにありますように、国庫

補助負担金改革が先行しているような感があります

が、税源移譲の考え方、あるいは地方交付税改革の

考え方、こういうものを並行してきちんと進めてい

かなければ、河川局がいろいろと問題点を指摘して

いるようなことが解決できないのではないかと思っ

ているわけであります。現在、先月の 日に、国土

交通省としての考え方を大臣が国と地方の協議の場

で申し述べまして、代替案の提出というのを 日に

行ったわけでございます。

概略皆様御承知のとおりかと思いますが、基本的

には、重要な部分については個別の補助金を残して

いくというふうにしなければ、大変な禍根を残すこ

とになるし、今年の一連の水害等を見ていただいて

もお分かりいただけるかと思いますが、こういう状

況下で、この補助金が廃止されるということになる

と大変なことになってしまうのではないかと思って

いるわけであります。

個別補助金につきましては、これは重点化を図っ

ていくということが重要で、そのほかに補助金自体

を地方の自主性裁量性を高めていくことによって、

さらに地域住民の方々に役に立つような形で使われ

ていくことが重要かと思いますので、補助金の改革

としましては、使い勝手のいい補助金にしていくと

いうこととか、それから、国と地方が連携して取り



組んでいく姿勢が、中でもほかの公共事業と比べて

も、治水とか土砂害とかいうのは非常に重要であり

まして、流域ごとの協議会を立ち上げることによっ

て、流域全体としての安全度に対する現状認識と、

それから、どこをどう進めていくべきかというとこ

ろを国と地方が一緒になって考えていくような場を

発足させるというような改善も含めて出させていた

だきました。

現状で申し上げますと、代替案の額を同じように

出しなさいということになっておりますが、国土交

通省としては、国土交通省が所管している補助事業

全体の改革の中で考えていくという形にしておりま

して、それぞれ額が幾らというような言い方はまだ

しておりません。検討中ということでありまして、

これは税源移譲の内容がどうなるか、交付税の方向

がどうなっていくのかということと合わせて決めて

いくべきものというふうに主張しているわけでござ

います。

そういう中で、 月中旬位までにその全体像をま

とめていくということになっておりますが、総務省

の方の考え方も少し示されてきているというような

状況下で、国土交通省としての考え方を改めていろ

いろな場で主張していくことになろうかと思います。

基本的には、国の財政、地方の財政いずれも厳しい

中ではありますが、行政分野としての責任を果たせ

るように、しかも効率的にそれが実施されていくよ

うにという視点が大事でありまして、部分的なとこ

ろを取り出して議論することも、あるいは全体をま

とめて 兆円ありきというような話で進んでいくこ

とも、いずれも将来に問題を残すのではないかと私

は思っておりますので、そういう意味で、国と地方

の役割分担とか負担のあり方、こういうことがしっ

かりと議論がなされて、地域の方々に安心・安全な

環境を提供していくということが重要であります。

引き続き皆様方と意見交換をしながら、また、皆

様方のお考えも行政に反映させながら進めていきた

いと思っております。

要望の時期が来ておるわけでありますが、しばら

くの間、財政的に限られた状況下で、この厳しい自然

条件に立ち向かなければならないということであり

ますので、御意向に沿わない面もたくさん出てくる

かと思いますが、これから予算編成に向けまして強

力な御支援をいただければありがたいと存じます。

時間がオーバーしましたが、以上で終わらせてい

ただきます。

ありがとうございました。
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災害の状況
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三位一体改革について

三位一体改革は、地方の自主性・裁量性を高め、受益と負担の関係を住民により身近なところで明確にし、

国と地方を通じた簡素で効率的な行財政システムを構築するために取り組むべき重要な課題。

三位一体改革は、国庫補助負担金改革、税源移譲、地方交付税改革を一体で進める必要。

国庫補助負担金改革については、税源移譲、地方交付税改革と一体的に議論することが必要。

建設国債を財源とする公共事業関係国庫補助負担金については、財政当局の指摘や過去の実績からも明ら

かなとおり、税源移譲の対象外。

地方交付税については、財源保障機能を縮小し、総額を抑制する方針。

このような状況の下、公共事業関係国庫補助負担金の廃止・縮減は、事業実施のために必要な財源不足に

直結し、直ちに事業の廃止・縮減につながるおそれ。

住宅・社会資本整備を的確に進めていく上で重大な支障。

特に、地方六団体の改革案は、市町村が事業主体となるものを除き、都道府県のみが事業主体となるもの

に対象を限定したこと等により、災害防止に係る河川・砂防等事業、住宅、下水道、地積調査などの特定

の重要分野の事業に集中。

補助金の廃止により、これら重要な分野の事業がほとんど行われなくなるおそれ。

地方でできることは地方で という三位一体改革の趣旨を踏まえ、地方六団体の案そのままということ

ではなく、国と地方の役割分担、補助金の廃止による事業実施への影響について検討を行い、 より使い

勝手のよい 補助制度への改革も含めて、国土交通省関係補助制度全般の見直しに取り組み。

事業の性格に即した補助制度の見直し

各事業分野ごとに、地方分権改革推進会議の改革の視点を踏まえ、公共施設の性格（広域性や重要性）

に応じた重点化、採択基準の引上げ等の見直しを推進。

河川・砂防、住宅、下水道、地籍調査について、地方六団体の改革案の趣旨も踏まえて、地方の自主

性・裁量性の拡大を含めて改革。

国庫補助負担金の削減規模については、事業への影響、これまでの補助金削減の実績等を踏まえて、

検討。

（別途、まちづくり交付金の拡充等）

地方の自主性・裁量性を高める改革

併せて、地方の自主性・裁量性を高める改革に取り組み、より 使い勝手の良い 国庫補助負担金制度

を実現。

（例） 平成 年度概算要求

まちづくり交付金の拡充

地域住宅政策に対する総合的な助成制度の創設

公共下水道、浄化槽、農業集落排水等を連携して行う助成金制度の創設等の省庁横断的な補助金

改革

統合補助金の更なる拡充

（ ） 平成 年 月 日 治 水 （第三種郵便物認可） 第 号
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治水事業促進全国大会

主催者あいさつ

全国治水期成同盟会
連合会会長
参議院議員

陣 内 孝 雄

今年の度重なる台風及び地震災害によって、お亡

くなりになった方々の御冥福をお祈り申し上げま

す。また、多くの被災者の皆様に心からお見舞い申

し上げ、早急な復旧、復興を御祈念いたします。

さて、本日、ここに平成 年度治水事業促進全国

大会を開催するにあたり、一言ご挨拶を申し上げま

す。

本日は、公務まことに御多忙の中、蓮実国土交通

副大臣をはじめ、多数の国会議員並びに来賓の御臨

席を賜り、誠にありがたく厚く御礼申し上げます。

また、全国各地から市町村長ほか、平素、治水関

係事業の推進に尽力されておられる方々にこのよう

に多数御参集いただき、本大会が盛大に開催できま

すことは、まことに時宜を得て喜ばしく感謝に堪え

ません。主催者といたしまして、皆様方の治水事業

に対する深い理解と熱意に心から敬意を表する次第

であります。

わが国は、気象、地形、地質、土地利用などの諸

条件から、自然災害を被りやすく、このため、古く

から治水施設の整備が進められてきました。それに

もかかわらず、今年もまた全国各地で甚大な被害が

発生しました。 月 日には梅雨前線の集中豪雨が

新潟県、福島県に起き、新潟県栃尾市では日雨量

の記録的豪雨が観測され、県内の五十嵐川、

刈谷田川等で カ所にわたり堤防が破堤し、死者

名、被害家屋 万 棟を超える大惨事となりま

した。

続いて 月 日は、福井県美山町で総雨量

でありましたが、これが集中的に降るなどして福井

県に大きな被害をもたらしました。福井県では足羽

川、清滝川の カ所で堤防が破堤し、死者、行方不

明者 名、被害家屋 万 棟に達する大きな被

害となったのであります。

さらに、今年は平年の 倍にあたる 個の台風が

相次いで我が国に上陸した異常気象の年であり、九

州、四国をはじめ、全国各地で甚大な被害が度重ね

て発生しました。中でも台風 号は、先ほど来、話

がありましたように本州を縦断し、このため全国で

風水害、土砂害による死者、行方不明者は合わせて

名となり、過去 年間で最悪の痛ましい事態と

なっております。

兵庫県の直轄河川円山川、あるいは京都府の直轄

河川由良川の氾濫では、御案内のような甚大な被害

が発生しております。誠に痛ましい限りであり、私

たちは改めて災害と隣合わせにいつも暮らしている

ことの恐ろしさを肝に命じつつ、防災対策の一層の

前進に向けて取り組む必要があります。

また、渇水災害についても、各地で取水制限を余

儀なくされるなど、市民生活に多大な影響を与えて

おります。

毎年、治水・利水に関わるこのような痛ましい自

然災害は、全国のどこかで発生してきましたが、本

年の災害は未曾有の誠に悲惨な事態となっておりま

す。改めて治水行政が国政の根幹であることを重く

受け止め、国の責任で治水事業を推進すべきである

と考えます。そしてその治水事業を推し進めるにあ

たっては、国と地方がそれぞれの責任を共有しなが

ら、一体となって取り組むことが重要であり、それ

を可能にしている現行の補助金制度こそ行政の効率

化に大いに役立っているものであります。

ところでこの度、地方六団体から、三位一体改革

として政府に提出された 国庫補助負担金等に関す

る改革案 は、河川事業の約 割、砂防事業の約

割を占める補助金の廃止または税源委譲する内容と

なっております。

災害は時と場所を選ばず我が国を襲ってきます。

このように突発する災害に適宜適切に対応していか

なければならないことを考えると、このたびの一般

財源化を目指す地方六団体の三位一体改革案は、機

動的・集中的に実施すべき防災事業、そして全国的

に均衡のとれた予防的な治水事業を計画的に着実に

推進することを非常に困難にしてしまうものと憂慮

しております。もとより地方の自主性、裁量性を一

層高め、地方にとって使い勝手のよい治水事業の補

助制度へと改善することは極めて大事なことであり



ます。先ほど河川局長もそのことを力説しておられ

ました。

当連合会としましては、この秋、地方大会の開催

県と共同で、地方の声を国政に反映していただきま

すよう、各地において地方治水大会を開催してまい

りました。本日、ここにその成果を結集し、初期の

目的を達成するため本大会を開催した次第でござい

ます。

治水関係事業が一層強力に推進され、安全で安心

な国民生活の早期実現を目指して、真に地方のため

になるように、国会並びに政府に対し強く働きかけ

てまいる所存であります。ご参集の皆様のなお一層

の御支援をお願い申し上げますとともに、今後、ま

すますのご活躍を祈念申し上げまして挨拶といたし

ます。

ありがとうございました。

各地域とも想像を超える甚大な被害を受けてお

り、住民の方々が 日も早くいつもの生活に戻れる

よう、被災施設の緊急復旧に全力で取り組んでおる

ところであります。

さらに国土交通省といたしましては、これまでの

災害対策の総点検をし、河川の整備と管理のあり方

や、水防体制を抜本的に見直すなど災害対策の強化

に努めてまいりたいと存じます。

地方六団体から、治水事業の国庫補助金の大部分

を廃止し、税源委譲の対象とする改革案が示されて

おりますが、建設国債で賄う公共事業の補助金は税

源委譲の対象にはならないのではないか、そう思っ

ております。

今日のように、災害の発生状況に合わせ、機動的、

集中的に事業を実施するためには、治水事業の補助

金は極めて重要であると存じます。

こうした観点から、事業の重点化を進め、流域ご

とに災害対策を実施するための助成制度を創立する

など、地方の自主性、裁量性を高める改革案を 月

日に内閣に提出をさせていただきました。 月に

は政府としての三位一体の改革案がまとめられます

が、国民の生命と財産を守る治水事業につきまして

は、国として、しっかりとその責任を果たすことが

できるよう取り組んでまいりたいと思います。

今後とも安全で活力ある地域社会を実現するた

め、治水施設、あるいはハザードマップなどの整備

を計画的に進めてまいりますので、皆様に一層の御

支援を心からお願いを申し上げまして、私のご挨拶

といたします。

ありがとうございました。
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国土交通副大臣

蓮 実 進

来 賓 祝 辞

ご紹介を賜りました国土交通副大臣の蓮実進でご

ざいます。

年度の治水事業促進大会、まことにご苦労さま

でございます。

本日、ご出席の国会議員をはじめ、皆様には常日

頃、国土交通行政に対しまして、心からご指導、ご

支援いただき、御礼を申し上げたいと存じます。

まず梅雨前線による豪雨、それから引き続いての

台風、この度の新潟県の中越地震によりまして、亡

くなられた多くの方々の御冥福をお祈りするととも

に、被害にあわれた方々に心からお見舞いを申し上

げたいと存じます。

私も実は就任早々、台風 号で被災した三重県と、

引き続いて 号の被害を受けた高知県に、また、昨

日は新潟県の中越地震の被害現場に行ってまいりま

した。

─順不同・敬称略─

衆議院議員

青 山 丘 伊 藤 信太郎

岩 崎 忠 夫 岩 永 峯 一

岩 屋 毅 宇 野 治

植 竹 繁 雄 衛 藤 征士郎

小 野 晋 也 大 野 松 茂

岡 本 芳 郎 奥 野 信 亮

小野寺 五 典 小 渕 優 子

金 子 恭 之 亀 井 久 興

河 井 克 行 北 村 誠 吾

ご臨席賜りありがとうございました
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木 村 義 雄 小 坂 憲 次

小 西 理 坂 本 哲 志

櫻 田 義 孝 佐 田 玄一郎

佐 藤 錬 佐 藤 章

菅 原 一 秀 鈴 木 淳 司

高 木 毅 谷 本 龍 哉

玉 澤 徳一郎 田 村 憲 久

中 谷 元 中 野 清

中 野 正 志 西 銘 恒三郎

二 階 俊 博 西 川 京 子

西 川 公 也 西 村 明 宏

西 村 康 稔 根 本 匠

萩生田 光 一 葉 梨 康 弘

平 井 卓 也 福 島 豊

藤 井 孝 男 保 坂 武

松 下 忠 洋 三ツ矢 憲 生

宮 下 一 郎 村 井 仁

森 英 介 森 山 裕

谷 津 義 男 山 本 有 二

渡 辺 博 道

参議院議員

秋 元 司 岩 永 浩 美

大 江 康 弘 河 合 常 則

沓 掛 哲 男 小 池 正 勝

小 泉 昭 男 後 藤 博 子

桜 井 新 竹 山 裕

田 村 公 平 伊 達 忠 一

二之湯 智 野 村 哲 郎

長谷川 憲 正 松 村 龍 二

真 鍋 賢 二 山 下 英 利

吉 村 剛太郎 脇 雅 史

若 林 正 俊

衆議院議員（代理）

麻 生 太 郎 逢 沢 一 郎

赤 城 徳 彦 石 破 茂

石 崎 岳 石 井 啓 一

石 田 真 敏 井 上 喜 一

井 上 信 治 稲 葉 大 和

今 村 雅 弘 今 井 宏

伊 吹 文 明 江 鐵 磨

衛 藤 晟 一 江 渡 聡 徳

遠 藤 利 明 大 口 善

奥 村 展 三 大 島 理 森

小此木 八 郎 小 里 貞 利

大 野 功 統 大 前 繁 雄

大 村 秀 章 尾 身 幸 次

嘉 数 知 賢 梶 山 弘 志

金 田 英 行 上 川 陽 子

川 上 義 博 河 上 覃 雄

川 崎 二 郎 久 間 章 生

北 村 直 人 北 川 知 克

木 村 隆 秀 木 村 太 郎

小 泉 龍 司 小 池 百合子

古 賀 誠 古 賀 一 成

近 藤 基 彦 後 藤 茂 之

倉 田 雅 年 斉 藤 斗志二

笹 川 堯 佐 藤 剛 男

佐 藤 勉 塩 谷 立

七 条 明 柴 山 昌 彦

下 条 み つ 菅 義 偉

鈴 木 俊 一 武 田 良 太

滝 実 竹 下 亘

谷 川 弥 一 田 中 英 夫

棚 橋 泰 文 田 端 正 広

津 島 雄 二 津 島 恭 一

寺 田 稔 土 屋 品 子

永 岡 洋 治 中 川 昭 一

中 西 一 善 額 賀 福志郎

能 勢 和 子 野 田 聖 子

野 田 毅 野呂田 芳 成

萩 野 浩 基 橋 本 龍太郎

林 田 彪 早 川 忠 孝

伴 野 豊 東 順 治

平 田 耕 一 二 田 孝 治

福 井 照 古 本 伸一郎

福 田 康 夫 古 屋 圭 司

保 利 耕 輔 堀 内 光 雄

松 岡 利 勝 増 田 敏 男

増 原 義 剛 松 宮 勲

松 本 純 丸 谷 佳 織

三日月 大 造 三ツ林 隆 志

三 原 朝 彦 御法川 信 英

宮 路 和 明 村 上 誠一郎

村 田 吉 隆 望 月 義 夫

茂 木 敏 充 森 岡 正 宏

森 山 眞 弓 山 口 俊 一

山 下 貴 史 山 本 広 一

山 本 拓 渡 辺 喜 美



綿 貫 民 輔

参議院議員（代理）

愛 知 治 郎 浅 野 勝 人

阿 部 正 俊 市 川 一 朗

岩 城 光 英 魚 住 汎 英

太 田 豊 秋 岡 田 広

岡 田 直 樹 大 野 つや子

亀 井 郁 夫 景 山 俊太郎

金 田 勝 年 加治屋 義 人

片 山 虎之助 加 藤 修 一

加 藤 勝 信 狩 野 安
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祝電ありがとうございました
─順不同・敬称略─

衆議院議員

小 里 貞 利 小 池 百合子

後 藤 茂 之 小 林 興 起

中 村 正三郎 福 井 照

若 井 康 彦

参議院議員

田名部 匡 省 橋 本 聖 子

今日は 清流日本一宮川 台風 号のつめ跡

ということで意見発表をさせていただきます。

伊勢市の位置は、皆さん御存じのように、伊勢神

宮のあるところで、三重県南部、伊勢志摩国立公園

の入り口でございます。

伊勢市は 万都市で、伊勢神宮を中心に栄えてき

たのですが、伊勢市内を清流宮川、そして五十鈴川、

そして勢田川の つの川が流れているのですけれど

も、主要な部分は国土交通省の直轄河川ということ

で管理をしていただいております。

これは鳥瞰図でございますが、上側が伊勢湾でご

ざいます。左側に宮川、右側に内宮から流れてくる

五十鈴川、そして市内を流れる勢田川、この つの

川が伊勢市内を流れております。

これは伊勢神宮の内宮で、皆さん御存じだと思い

ます。

これは、宮川は約 ございますが、下流から約

位の地点でございます。平成 年、 年、 年、

年と 回、清流日本一ということで、大変私たち

にとって親しみのある川でございます。

これは五十鈴川、皆さん御存じのように、宇治橋

を渡っていただいて少し上流になりますが、この五

十鈴川も本当に清流ということできれいな川でござ

います。

これは真ん中を流れる勢田川ですけれども、清流

の宮川と五十鈴川に挟まれまして、都市河川という

ことで大変汚れておりますけれども、最近は国土交

通省の方で浚渫をしていただいたり、あるいは宮川

から導水をしていただいたりして、少しずつですが

水質も改善されてまいりました。

清 流 日 本 一 宮 川

台風 号のつめ跡

三重県伊勢市長

加 藤 光 徳

意 見 発 表



これは今年の台風 号による水害です。昭和 年

から 年経つのですが、実は伊勢市内で 回水害が

発生をしております。ですから伊勢市は、先ほどの

つの河川ということで、常に水害の危険性がある

ということであります。特に昭和 年の 月 日と

いうのは七夕災害ということで、参議院選挙が 週

間遅れて実施されたという前代未聞の水害でござい

ました。このときは昭和 年に激甚災害第 号、日

本で第 号の激甚災害として採択をしていただきま

して、現在、約 ％の護岸が完成をしております。

大変私ども国土交通省に感謝をしているところでご

ざいます。

ただ、ここにありますように、その 年間で 回

の水害が発生をしたということは、私たちにとって、

治水事業というのは大変大事な事業だということを

私は常に思っております。

これは台風 号による災害発生の状況でございま

すが、一番上の、特に宮川の上流部、大台ヶ原にな

りますけれども、皆さん、御存じのように、大台ヶ

原は本州でも有数の多雨地帯であります。

の雨が降ります。それでもここにありますように、

最大の時間雨量 、これは今までにない、先ほ

ど河川局長さんから を超す雨が 回あったと

いうお話がありましたけれども、これもその つと

いうことで、最近、こういった を超す雨が局

地的に降る、これは私は憂慮すべき状況ではなかろ

うかと思っております。

それで上流部の宮川村で土石流が発生して、本当

に未曾有の土石流となり、人命が奪われる悲惨な状

況になったわけであります。

下流部の宮川におきましても、やはり私が今まで

経験した中では、水位の上がり方、増水の仕方が極

めて早かったということで、 時間に を超す

ような雨というのは、これから本当に警戒をすべき

ことではないかなと、そんなふうに考えております。

特に私どもの伊勢市では、宮川の右岸、約 に

わたって無堤区間がある。そこで氾濫をいたしまし

て、約 戸の床上、床下浸水が発生し、浸水被害

をもたらしたということであります。これは右岸側

であります。これと同時に県道が寸断されるという

ことがございまして、助けに行くにもなかなか行け

ないという状況になりまして、やはりこの堤防の築

堤が最大の課題である、そんなふうに考えておりま

す。

それと左岸側が法尻の堤防から漏水、 がま と

いわれる現象でございますけれども、これが発生し、

私は住民に今まで余り例がなかったのですけれど

も、避難勧告を出しました。本当に つ間違ったら

大変な事態になった、そんな台風でございました。

これが当時の上流側の雨量ですけれども、ここに

（ ） 平成 年 月 日 治 水 （第三種郵便物認可） 第 号
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時から 時に という雨量がございます。こ

れは本当に を超すようなすごい雨ですけれど

も、この雨量から後の雨量は、実は雨量計が壊れて

しまいましたので、近くの雨量をここに書いてある

のですが、この近隣に紀伊長島という町がございま

すが、そこでは 以上が 時間も続いて降りま

した。従って、これが水位ですが、こういった水位

を考えると、ひょっとすると の後でもう少し

雨量が多かったのではないか、そんなふうに実は考

えております。

�����

それともう つ、こういった水位の山が つござ

います。これが台風本体の雨であります。こちらは

台風が来るまでのいわゆる前線と、最近は気象情報

で、前線プラス台風本体という形で雨量が報告され

るときがありますけれども、私はもしも前段でこれ

だけ雨が降って、本体でもう少し多く雨が降ったら

大変なことになったのではないか、この と

いうのは 時なんですけれども、雨よもう降らない

でおくれと本当に祈るような気持ちでございまし

た。従って、先ほど申し上げましたように、局地的

に降る雨、これについては我々今後、今までの常識

を覆すような雨だということを、本当に肝に銘じて

警戒をしていく必要があるのではないかな、そんな

ふうに思っております。避難勧告を出す時間、そう

いったことについて今までの常識を覆して、もっと

早く避難勧告を出す時期を探らなければならんとい

う教訓を実は得たわけであります。

この上の方が伊勢湾で、これが右岸側、これが無

堤区間ということで浸水をいたしました。それとこ

の左岸側、こっちが がま ということで漏水があっ

た、こういう状況であります。

これはこっち側が平常時、こっち側が出水時とい

うことで、これが県道の伊勢南東線です。この伊勢

南東線が全部浸かっている状況がここでお分かりい

ただけるのかな、と思います。

これが岩出という場所で宮川から の地点で

の水位でございます。 というのが計画高水

位であります。ですから、はるかに危険水位を超え

て、 月 日の 時、午後 時には と、も

うぎりぎりのところまで水位が上がってきており、

たまたまこれ以上上がらなかったので、私は破堤を

免れたのではないかな、先ほど申し上げましたよう

に本体でもっと雨が降っていたら、私は大変なこと

になっていたのではないかなと、今でもぞっとする

思いであります。

これが下流部の国道 号の宮川大橋です。そこで

の水の状況でありまして、なかなか橋の上へ登って

写真を撮るということは、当時は非常に危険な状況



にあったということであります。

これも の鉄橋の付近での写真で、まだもう少

し水位が上がったと思いますが、そのときの写真で

ございます。

これは先ほどの無堤区間が浸水する寸前の、左岸

側から右岸側を撮った写真であります。

これは栄団地といって、いつも浸水をするのです

が、宮川からバックウォーターというか、バックで

きまして、堤防を越えてきた状況をあらわしている

のですけれども、河床からここまで ありま

す。それを越えてきた。過去の洪水でこの堤防を少

しずつ上げてきたのです。パラペットというか、こ

れをだんだん上げてきた。ですから、過去になかっ

た水位がここへやってきて、これを越した。地面か

ら 浸かりましたから、この団地では 階まで浸

水をしたということで、人命も大変危険な状況にあ

ったということを報告させていただきたいと思いま

す。

これはその隣の団地ですけれども、ここに被災者

がおります。こういう格好で、ボートで被災者を助

けた。たまたま写真に写っていますけれども、ほか

のところでもボートで全部で 人救出をいたしま

した。

先ほど申し上げましたように、避難勧告は出しま

したけれども、皆さん方、はじめての経験なので、

水に浸かったことのないところでありまして、まだ

大丈夫だろう、そんなことで避難が遅れてしまった

というのが現状であります。

これは縦方向、こちら側が市道、この横、この向

こう側に宮川があるのですが、ここに県道がありま

すが、全く県道、市道が機能しない状況ということ

であります。ですから、助けに行くのにも大変な困
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難を極めたということであります。

これは近くの山から、先ほどの県道の浸水の状況

を写しており、県道が浸かってしまって通れないと

いう状況であります。

これはボランティアであります。ボランティアの

皆さん、 月 日から 日間 人のボランティア

の方々に来ていただきました。今、災害で全国各地

でボランティアの皆さんが活躍をしておられますけ

れども、私は今後行政としても、やはりこういった

窓口を、これは特別私どもが素早かったというわけ

ではないのですけれども、窓口をつくって、そして

ボランティアの皆さんと連携をして、どういった作

業をどういう手順で、しかも迅速にやることが、私

はこれからのこういった災害を復旧していくうえで

大事なことではなかろうかなと思っております。実

は伊勢市の場合は、初期的な作業を約 日間で終え

てしまいました。私は現場で陣頭指揮をいたしまし

て、副本部長に災害対策本部にいていただいて、

日間で初期的な作業を終えさせていただきました。

これは終わりでございますが、先ほど申し上げま

したように、 を超すような集中豪雨、これが

本当に頻発をしておるということで、やはりそう

いったことに対するハード対策、あるいはソフト的

な避難勧告、早めに避難勧告を出すということが私

はこれから大変重要なことではなかろうかな、そん

なふうに考えております。

また、最近、河川は親水性、環境、これが大変重

視されております。私は時代の大きな流れの中で、

環境あるいは親水性というのは非常に大事だと考え

ておりますけれども、その前提条件は、やはり安全・

安心、治水を優先する、市民の皆さんに安心してい

ただく、そのことがやはり根底になければならん、
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そんなふうに考えております。

そして水を制するものは国を制する。こういった

言い伝えがございますけれども、やはり国土の保全

ということにつきましては、人命やら財産を守る、

これが国の責務である、そんなふうに考えておりま

して、治水事業を計画的に災害予防ということで進

めていくことが、これからも国土の安全にとって私

は非常に大事なことだ、そんなふうに考えておりま

す。

最後に三位一体改革が今、議論をされております。

これにつきましては、やはり地域、地域にはそれぞ

れの特性がございます。従いまして、関係機関との

十分な議論がこれについては必要である、そんなふ

うに考えますし、治水事業の予算確保なき改革は行

わないように切に願う次第だということを皆さん方

にお訴えをさせていただきまして、私の意見発表と

させていただきます。

どうもありがとうございました。

この大会で意見を発表させていただくのも 回目

になります。それだけ水害が多いということにもな

ります。

ただいま図示いたしておりますのが肱川でござい

まして、愛媛県では一番大きい川ということになっ

ております。ちょうど四国の西南部でございますが、

源からは直線にしますと しか河口までございま

せん。それがぐるぐる回っておりまして、ちょうど

腕の肘のように曲がっておりますので、延長にしま

すと もあるわけでございます。そういう特徴

がございまして、四国には吉野川とか仁淀川、四万

十川という大きい川がありますが、愛媛県ではこれ

が一番大きい川ということになっております。

お手元の資料に をさせていただきましたが、

通常の場合は清流でございまして、肱川では、夏か

ら秋にかけまして鵜飼をやっております。それから、

花火大会、また、秋には いもたき という行事も

やっております。

それから、夏には全国的には珍しいのですが、子

供さん相手のジュニアトライアスロン大会を、肱川

で泳いであとはサイクリング、ランニングというジ

ュニアトライアスロン大会、それからカヌー大会等

もやっておりまして、スポーツを通じまして肱川の

すばらしさを十分味わっていただくということにな

っております。

しかしながら、肱川には つの欠点というか、弱

点がございまして、それが気象の変化によりまして

ときどき災害をもたらすということになっておりま

す。

そういうことで、私の聞きました範囲では、全国

で治水事業の対策として難しい河川が 本ある、そ

の中の 本に数えられているのが肱川というふうに

聞いております。

その特徴を申し上げます。

つは、先ほど言いましたように非常に支流が多

いということでございます。流域面積は と

いうことでありますが、この面積は、全国の河川の

中では 番だそうでございます。しかしながら、支

川の数は もあり、これは全国で 位ということ

でございまして、たくさんの小さい支川があること

から、大雨が降りますと、あっちから、こっちから

真ん中へ集まってくるというのが特徴でございま

す。その中で一番真ん中にあります盆地が大洲盆地

ということになっております。

つ目の特徴としては、河川勾配が非常に小さい

ということで、洪水のはけが悪い、水がすぐに溜ま

ってしまうということでございます。そこに書いて

安心・安全の確保のために

愛媛県大洲市長

桝 田 與 一



ありますが、四国内ですが、瀬戸内海に入っており

ます川で、お隣の香川県の土器川、それがその勾配

でございます。その次が重信川、これは松山市を流

れております川ですが、それがご覧いただくような

勾配でございまして、私どもの方を流れております

肱川の勾配はほとんどないといって等しい。ちょう

ど市役所がありますところが河口から 上流です

が、 しか標高がございません。ですから

分の というのですか、ほとんど勾配がないという

始末の悪い、流れの非常に悪い河川ということにな

ります。

それからもう つの特徴、 つ目の特徴は河口が

非常に狭いということです。通常の川は、河口へ行

きましたら大体広い平野が形成されているところが

多いのですけれども、うちの場合は山が迫っており

まして、河口が逆に狭いということで、盆地から水

はけが悪くなり、水が押しかけてきますと非常に危

険な状態になります。

そういう つの特性を持った河川でございます。

そういうことで、雨が降ります 月から 月にか

けましては、毎年、はらはらしながら、水害を心配

しながら生活しているのが実状でございます。

最近に起きました浸水の状況でございますが、肱

川流域におきましては、平成 年に大きな災害が起

きておりますが、それより以前には、昭和 年、

年という時期には、この画面に出てきませんが、余

りにも大きい洪水が出るので、ひとつ肱川を根本か

ら改修してやろうと、当時の内務省、今の国土交通

省の前身の前身が、大洲へ工事事務所を設置してい

ただいて、河川改修を本格的にやってやろうという

ことになりました。それが昭和 年の話です。それ

から延々、今まで約 年間、事業を実施していただ

きました。しかしながら、まだ完全なところまでき

ておりません。治水事業は非常に時間がかかるとい

うことがここで十分お分かりいただけるものと思い

ますが、ダムも造りましたし、堤防もある程度出来

ましたが、いまだに洪水の心配から免れることがで

きないのが、うちの現状でございます。

そういう中で、最近では、平成 年に、今、画面

に出ておりますような洪水が起きまして、激甚災害

の指定を受けたところでございます。

今、写っております場所は激甚災害が起きた後、

激特事業を実施していただきました箇所です。その

ときに、ここと、ここと、ここということで堤防の

整備を順にやっていただいたところでございます。

それで一応平成 年に整備をしていただきましたと

ころは、本年の台風では、何とかもちこたえること

ができました。ただ、全部河川改修が終わったわけ

ではございませんので、それでもまだ出来ていない

ところ、無堤地区がまだ残っております。今度の水

害では、そちらがもろに災害を受けたということで

ございます。

（ ） 平成 年 月 日 治 水 （第三種郵便物認可） 第 号
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今、言いましたように つの弱点を持った河川で

ございますので、どうやって河川改修をして治水安

全度を上げるかということになりますと、考えられ

るのが つございまして、その中の つが上流に、

まだ貯水する場所が要るということで、今はダムが

つありますが、もう つダムをつくるということ。

それから、 つ目に発電も伴う鹿野川ダムという

のが つございます。これを改造して治水専門にひ

とつやっていただけないか、今は発電と兼ねてやっ

ておりますので、十分な治水だけということになっ

ておりません。河川環境と兼ねてこれを改造してい

ただけないかということが つ目。

それともう つは、堤防の未整備区間を順にやっ

ていただきたいという、 本立てで本格的に改修を

やっていただきたいということでございます。

今年は 号台風がやってまいりまして、先ほど言

いましたように、平成 年の激特事業で整備してい

ただいたところは被害はほとんど免れたのですけれ

ども、未だの地域はもろにきました。それと激特事

業以降、治水事業というのは、上流と下流とのバラ

ンスをとりながら実施していきませんと、 カ所だ

け完璧にやってしまいますとしわ寄せが他へくると

いうこともあって、暫定堤防でやっておりました。

その暫定堤防のところはやはりまだ越流するという

状況でございますので、完全には出来ておりません。

そのために大洲市としても、二線堤の整備等もやり

まして、できるだけ被害が街の中に入らないように

という手配をしているところでございます。今、出

ております写真が浸水状況でございます。

これがこの間の台風 号で被災を受けた後の状況

でございます。

今、言いましたように、堤防のない地域、整備が

できてない地域がもろに被災しておりますが、二線

堤をつくって、ちょっとしか越流しなかった地域も

ございましたので、その点の写真が左の東大洲地区

でございます。右側が無堤地区のもろに被災した地

区でございます。

ここに書いてありますのが、我々がやりました二

線堤でございまして、川から越流した水を 回ス

トックしておくということで、直接の被害が出にく

いように、この二線堤をつくりましたために、今回

の水害では約 時間、ここでストックすることがで

きました。その間に次の対応ができるというふうに

大いに役に立ったところでございます。

完璧ではございませんけれども、それ以上余り大

きくするわけには、バランス上いかないということ

で、暫定堤防でございますが、道路を兼ねた堤防と

いうことにいたしております。
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堤防がなかった地域につきましては、被害がもろ

に来ております。台風 号については、床上浸水が

棟、床下が 棟でございまして、被災者 世帯、

人。農業関係の被害は 億 万、商工業関

係は 億等ありまして、全体ではやはり無堤地区が

一番こたえた、被害がたくさん出たなという感じで

ございます。今後は無堤地区に対してどういうふう

にバランスをとっていくかということが、一番大き

な課題になってきたのではないかと考えているとこ

ろでございます。

安全・安心の地域にしていくためには、我々とし

ては、先ほど言いましたような肱川の基本的な方針

として、今実施していただいております 本立てに

よるところの長期の河川整備計画を策定していただ

きました。約 年先までの河川整備計画でございま

す。予定ですと 億円程度の事業計画で、これ

によって大きな筋道を示していただいたところでご

ざいまして、これを実施することによって我々の地

域の安全・安心を確保していくということでござい

ます。

ご承知のとおり、昨今のような厳しい環境の中で

ございますので、なかなか難しい問題もたくさんあ

ろうかと思いますが、地域住民が安心して生活でき

るように、今、議論されております三位一体改革の

問題、それから我々としては一番心配しております

のが予算が毎年きちんと裏付けができて、折角実施

していただいておりますこの河川整備計画が着実に

実施していただけるように、それをまずお願いする

ものでございます。

何といいましても、現在、議題に上がっておりま

す問題につきましては、我々は全力投球でこれを成

就できるように、仕事はきちんとしていただけるよ

うに、安心して生活できるような環境にしていくと

いうのが、我々に課せられました一番大事な役目で

はないかと考えております。

今年は、もっと大きな災害を受けた河川もありま

すので、私の方の肱川の話をお聞きになっても、ま

あ、その程度か と思われる方もあるかもしれませ

んが、回数においては度々うちの方も災害を受けて

おりますので、一つよろしくお願いいたしまして、

簡単ですが発表を終わらせていただきます。

よろしくお願いいたします。
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大 会 決 議

全国治水期成同盟会
連合会副会長
福島市長

瀬 戸 孝 則

長時間御苦労さまでございます。ご紹介いただき

ました瀬戸でございますが、お手元の大会決議（案）

を朗読させていただきますので、よろしくご決議の

ほどをお願い申し上げます。

決 議 （案）

事業のあり方が、日頃、治水事業の推進の必要性を身近

に、かつ、最も切実に訴え続けてきた我々の意識や認識

とかけ離れて、三位一体の名の下に改革されようとして

いることは、全く憂慮に堪えない。

このままの改革案が実行されると、国民の生命と財産

の安全確保に係る治水事業の実施に、重大な支障が生ず

ることが強く懸念される。

ここに、われわれは、かかる事態に憂慮し、治水事業

促進全国大会を開催し、その総意に基づき、国会並びに

政府に対し、次の事項が実現されるよう強く要望する。

記

一 災害から国民の生命と財産を守る治水対策は、国と

しての基本的責務であり、国民が等しく安全を享受で

きるよう、全国的な見地から調整する機能を有し、機

動的・集中的な対応が可能な国庫補助負担金制度の堅

持を図ること。

一 地方の裁量性を高め、自主性を拡大する国庫補助負

担金の改革を進めること。

一 水害、土砂災害等が多発している状況を踏まえ、平

成 年度及び平成 年度治水関連事業に関する予算に

ついては、その必要額の確保に努めること。

以上決議する。

平成 年 月 日

治水事業促進全国大会

治水事業は、国民の生命と財産を守る最も根幹的・基

礎的な事業であり、人の命の尊さに地域格差を持ち込ん

ではいけないため、国が責任を持って実施すべき事業で

ある。

また、我が国における河川整備の現状は、決して満足

すべき状況にないことは、毎年、全国各地において発生

している水害、また、これらの水害の発生により、幾多

の生命と財産が失われているという事実が物語ってい

る。そればかりか、近年、異常豪雨の発生が増加傾向に

あり、水害発生の危険性がこれまで以上に高くなる恐れ

すらある。

本年も 月の梅雨前線豪雨により、新潟・福島、福井

などにおいて甚大な被害を受けたほか、相次ぐ台風の襲

来及び新潟県中越地震により全国各地で大きな被害が発

生したところである。

それにもかかわらず、本年 月、三位一体改革に関連

して、地方六団体から政府に提出された 国庫補助負担

金等に関する改革案 では、河川事業の約 割、砂防事

業の約 割にあたる治水事業関係国庫補助負担金が廃

止・税源委譲対象とされた。

三位一体改革は、地方の自主性・裁量性を高めるため

には推進されなければならないものであるが、言うまで

もなく、治水事業は、時と場所を選ばず発生する災害に

対応して、災害予防と災害復旧が一体不可分となって、

機動的・集中的に実施する必要があり、全国的な視野で

地域間の調整を的確に行える補助制度以外での対応は困

難である。

しかしながら、国民の生命と財産の安全に関わる治水



（ ） 平成 年 月 日 治 水 （第三種郵便物認可） 第 号

全水連会員の皆様におかれましては、各地方治水

大会、治水事業促進全国大会等三位一体改革に関す

る各般の活動を通じまして、ご支援、ご協力を賜り

厚くお礼申し上げます。

去る 月、地方六団体から政府に提出されました

国庫補助負担金等に関する改革案 につきまして

は、国と地方の協議の場において議論がなされ、平

成 年 月 日政府・与党におきまして、平成 年

度までの 三位一体の改革について の全体像が決

定されました。

これによれば、廃止して税源移譲の対象とされた

河川事業・砂防事業については、廃止対象から除外

され、補助制度の廃止は行われないこととされまし

た。

国民の生命・財産を守る治水事業の重要性と、国

三位一体の改革について

の役割が広くご理解頂けたものと思っております。

今後は国と地方の協力の下に、地方の自主性と裁量

性をさらに高めながら、治水事業が一層進められて

いくことを念願いたしております。

全水連といたしましても、全力で支援・協力をし

てまいる所存であります。

この度皆様からいただきました熱いご指導・ご支

援に対しまして、重ねて御礼申し上げる次第であり

ます。

平成 年 月 日

全国治水期成同盟会連合会

会 長 陣 内 孝 雄

以下、この全体像についてご紹介いたします。

三位一体の改革について

平成 年 月 日

政 府 ・ 与 党

国と地方に関する 三位一体の改革 を推進する

ことにより、地方の権限と責任を大幅に拡大し、歳

入・歳出両面での地方の自由度を高めることで、真

に住民に必要な行政サービスを地方が自らの責任で

自主的、効率的に選択できる幅を拡大するとともに、

国・地方を通じた簡素で効率的な行財政システムの

構築を図る。

政府・与党は、 基本方針 に基づき、地方

案を真摯に受け止め、平成 年度までの三位一体の

改革の全体像について、下記のとおり合意する。

国庫補助負担金改革については、平成 年度およ

び平成 年度予算において、 兆円程度の廃止・縮

減等の改革を行う。

税源移譲は、別紙 のとおり、平成 年度に所得

譲与税および税源移譲予定特例交付金として措置し

た額を含め、概ね 兆円規模を目指す。この税源移

譲は、所得税から個人住民税への移譲によって行う

ものとし、個人住民税所得割の税率をフラット化す

ることを基本として実施する。あわせて、国・地方

を通じた個人所得課税の抜本的見直しを行う。また、

地域間の財政力格差の拡大について確実な対応を図

る。

地方交付税については、平成 年度および平成

年度は、地域において必要な行政課題に対しては適

切に財源措置を行うなど、 基本方針 を遵守

することとし、地方団体の安定的な財政運営に必要

な地方交付税、地方税などの一般財源の総額を確保

する。あわせて、 年代初頭における基礎的財政

収支の黒字化を目指して、国・地方の双方が納得で

きるかたちで歳出削減に引き続き努め、平成 年度

以降も地方財政計画の合理化、透明化を進める。税

源移譲に伴う財政力格差が拡大しないようにしつ

つ、円滑な財政運営、制度の移行を確保するため、

税源移譲に伴う増収分を、当面基準財政収入額に

％算入（現行 ％）する。決算を早期に国民に

分かりやすく開示する。平成 年度以降、地方財政

計画の計画と決算の乖離を是正し、適正計上を行う。
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その上で、中期地方財政ビジョンを策定する。不交

付団体（人口）の割合の拡大に向けた改革を検討す

る。引き続き交付税の算定方法の簡素化、透明化に

取り組む。また、算定プロセスに地方関係団体の参

画を図る。

記

国庫補助負担金の改革について

総 額

平成 年度予算、平成 年度予算において、地方

向け国庫補助負担金について 兆円程度の廃止・縮

減等の改革を別紙 のとおり行う。

各分野

文教

義務教育制度については、その根幹を維持

し、国の責任を引き続き堅持する。その方針

の下、費用負担についての地方案を活かす方

策を検討し、また教育水準の維持向上を含む

義務教育の在り方について幅広く検討する。

こうした問題については、平成 年秋まで

に中央教育審議会において結論を得る。

中央教育審議会の結論が出るまでの平成

年度予算については、暫定措置を講ずる。

社会保障

国民健康保険については、地方への権限移

譲を前提に、都道府県負担を導入する。

公共等その他

国の関与の必要のない小規模事業等につい

ては、廃止・縮減等を行う。

公共投資関係の補助金の交付金化について

は、省庁の枠を越えて一本化するなど、地方

の自主性・裁量性を格段に向上させる。地域

再生の取り組みにおいても三位一体の改革に

資するものとなるよう留意する。

歴史的、地理的、社会的事情等の特殊事情

に鑑み、沖縄等特定地域において講じられて

いる補助制度に係る特例措置については、そ

の趣旨を踏まえ必要な措置を講ずる。

国による基準・モニター等チェックの仕組み

補助負担金の廃止・縮減によって移譲された事務

事業については、地方団体の裁量を活かしながら、確

実に執行されることを担保する仕組みを検討する。

税源移譲について

税源移譲は、別紙 のとおり、平成 年度に所得

譲与税および税源移譲予定特例交付金として措置し

た額を含め、概ね 兆円規模を目指す。

この税源移譲は、所得税から個人住民税への移譲

によって行うものとし、個人住民税所得割の税率を

フラット化することを基本として実施する。あわせ

て、国・地方を通じた個人所得課税の抜本的見直し

を行う。また、地域間の財政力格差の拡大について

確実な対応を図る。

地方交付税の改革について

平成 年度、平成 年度は、地域において必要

な行政課題に対しては、適切に財源措置を行うな

ど 基本方針 を遵守することとし、地方団

体の安定的な財政運営に必要な地方交付税、地方

税などの一般財源の総額を確保する。あわせて、

年代初頭の基礎的財政収支黒字化を目指し

て、国・地方の双方が納得できるかたちで歳出削

減に引き続き努め、平成 年度以降も地方財政計

画の合理化、透明化を進める。

税源移譲に伴う財政力格差が拡大しないように

しつつ、円滑な財政運営、制度の移行を確保する

ため、税源移譲に伴う増収分を、当面基準財政収

入額に ％算入（現行 ％）する。

決算を早期に国民に分かりやすく開示する。平

成 年度以降、地方財政計画の計画と決算の乖離

を是正し、適正計上を行う。その上で、中期地方

財政ビジョンを策定する。

不交付団体（人口）の割合の拡大に向けた改革

を検討する。

引き続き交付税の算定方法の簡素化、透明化に

取り組む。また、算定プロセスに地方関係団体の

参画を図る。

国による関与・規制の見直し

地方からの提言に係る国による関与・規制の見直

しについては、別紙 のとおりとする。

併せて、地方公共団体の事業執行の円滑化、事務

負担の軽減の観点から、地方公共団体のニーズを踏

まえ、地方公共団体向け補助金等の執行過程におけ

る適正化等について、別紙 の措置を講ずる。

その他

上記について、経済財政諮問会議において、適切

にフォローアップ（追跡調査）を行う。
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別紙

概ね 兆円規模の税源移譲を目指す。

概ね 兆円規模の税源移譲のうち、その 割方

について次のとおりとする。

義務教育費国庫負担金（暫定）

億円程度

（平成 年度分（暫定） 億円）

国民健康保険 億円程度

文教（義務教育費国庫負担金を除く）

億円程度

社会保障（国民健康保険を除く）

億円程度

農水省 億円程度

経産省 億円程度

公営住宅家賃収入補助 億円程度

総務省、環境省 億円程度

平成 年度分 億円程度

税源移譲額 合計 億円程度

平成 年中に、以下について検討を行い、結論

を得る。

生活保護・児童扶養手当に関する負担金の改革

公立文教施設等、建設国債対象経費である施設

費の取扱い

その他

（注） 生活保護費負担金および児童扶養手当の

補助率の見直しについては、地方団体関係

者が参加する協議機関を設置して検討を行

い、平成 年秋までに結論を得て、平成

年度から実施する。

公立文教施設費の取り扱いについては、

義務教育のあり方等について平成 年秋ま

でに結論を出す中央教育審議会の審議結果

を踏まえ、決定する。

別紙

平成 年度および平成 年度に行う 兆円規模の国庫補助負担金改革の工程表

取組み状況 概 要

内閣本府 億円程度 生活情報体制整備等交付金、交通事故相談所交付金、民間資金等活用事業
調査費補助金 等

総務省 億円程度 消防防災設備整備費補助金（緊急消防援助隊関係設備分を除く）、地域情
報通信ネットワーク基盤整備事業費補助金、情報通信システム整備促進費
補助金 等

文部科学省 義務教育費国庫負担金
億円程度の減額（暫定）

（うち 年度分（暫定） 億円）

減額相当分は税源移譲予定特例交付金（教職員給与費を基本に配分）によ
り措置

その他の国庫補助負担金等
億円程度

要保護及準要保護児童生徒援助費補助金、教員研修事業費等補助金、高等
学校等奨学事業費補助金、学校教育設備整備費等補助金 等

厚生労働省 億円程度 国民健康保険国庫負担、養護老人ホーム等保護費負担金、児童保護費等補
助金（産休代替保育士費等補助金等）、在宅福祉事業費補助金（生活支援
ハウス等）、社会福祉施設等施設整備費補助金・負担金 等

農林水産省 億円程度 経営体育成基盤整備事業費補助、治山事業費補助、農道整備事業費補助、
水土保全林整備治山事業費補助、協同農業普及事業交付金、農業委員会交
付金 等

経済産業省 億円程度 小規模企業等活性化補助金、中心市街地商業等活性化総合支援事業費補助
金、産業再配置促進環境整備費補助金、輸入関連事業者集積促進事業費補
助金 等
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（注） 億円のうち 億円は税源移譲につながる改革
億円はスリム化の改革
億円は交付金化の改革

取組み状況 概 要

国土交通省 億円程度 公営住宅家賃対策等補助（公営住宅家賃収入補助）、住宅産業構造改革等
推進補助金、土地利用転換計画策定等補助金、土地分類調査費等補助金、
特定賃貸住宅建設融資利子補給補助 等

環境省 億円程度 環境監視調査等補助金、鳥獣等保護事業費補助金、廃棄物処理施設整備費
補助 等

合計 億円程度

別紙

国による関与・規制の具体的事例に対する各府省の対応

省庁名 事 例 各 府 省 の 対 応

厚生労働省 木造による社会福祉施設の整備が困難
構造改革特区において入居者の安全が確保されて
いる場合に容認している。

厚生労働省
幼稚園、保育所の施設設置基準が異なり、保育所
は調理室を設けることが義務づけられている。公
立保育所についても基準の見直しがされていない。

構造改革特区において公立保育所の外部給食搬入
を容認している。

農林水産省
中山間地域総合整備事業により整備した活性化施
設では直売施設等が認められていない。

地域再生計画の申請があり、認定基準を満たす場
合、活性化施設を直売施設などに転用することを
認める。

財 務 省
国庫補助事業で整備した施設の目的外使用の場合、
補助金を返還しなければならないため、ボランティ
ア団体への貸出しができない。

合理性がある場合には、各省各庁の長の承認を受
けることにより補助目的外に転用できる。なお、
地域再生プログラムで認定を受ければ転用は可能。

経済産業省
環 境 省

廃棄家電の引取等に関する監督業務について地方
公共団体は権限を有していない。

現行制度でも対応可能であるが、効果的運用等に
ついて真摯に検討する。

国土交通省
福祉のまちづくりでの地方の総合行政に際して、
バリアフリー法による国の基準、審査、命令が障
害となっている。

基準、審査の廃止、地方への権限移譲は困難だが、
市町村のバリアフリー化の基本構想の作成を支援
する。

厚生労働省
個別的労使紛争の解決が国の事務とされ、地方と
競合している。

複数の機関がそれぞれの性格にあった機能を持ち、
当事者が選択できるシステムとしている。

農林水産省
持続性の高い農業生産方式の導入に際して、地方
の特性を活かすことができない。

持続性の高い農業生産方式の範囲（同方式を構成
する技術）について、都道府県の要望を踏まえた
拡充を行う。

国土交通省
農林水産省

海岸保全施設の整備が一体的にできない。 平成 年度から、大臣間協議等の活用による一体的
な整備を推進する。

経済産業省
商工会議所の定款（役員及び部会部分）変更の認
可権限が国と都道府県に分かれている。

地方からの提案の詳細、具体的なニーズ等を確認
した上で、真摯に検討する。

農林水産省 大規模な農地転用について国の許可、協議が必要。 農地制度改革の中で検討していく。

環 境 省
国定公園内の新たな遊歩道整備に係る計画変更が
困難。

すでに規制は廃止されている。

国土交通省
新住宅市街地開発法に基づき造成した宅地の処分
に関して、国交大臣との協議が必要だが、時間が
かかり、迅速な処分が困難。

協議に係る都道府県等の負担軽減を図ることによ
り、迅速な処分を促進するよう検討を進める。
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省庁名 事 例 各 府 省 の 対 応

国土交通省
新住宅市街地開発法に係る土地利用計画の一部変
更に時間を要し、迅速な処分が困難。

土地利用計画の柔軟な見直しを容易にすることに
より、迅速な処分を促進するよう検討を進める。

国土交通省
新住宅市街地開発法に係る小規模宅地処分が困難。 民間事業者を積極的に活用することにより、迅速

な処分を促進するよう検討を進める。

農林水産省
松くい虫の防除作業のための区域指定の協議に時
間がかかる。

平成 年中に、協議期間を従来の 日から 日に
短縮する。

厚生労働省
認可保育所の入所要件が障害となっている。 条例の定め等によって現行制度でも対応可能であ

る。

国土交通省
農林水産省
環 境 省

地方公共団体の各種基本計画にかかる国の関与が
障害となっている。

必要な措置であり廃止困難であるが、必要に応じ
て、協議時間の短縮化、地方公共団体の負担軽減
のための措置を検討する。（国土交通省、農林水産
省、環境省）

厚生労働省
職業能力開発校の設置が義務づけられており、利
用者が少なくなっても廃校できない。

職業訓練の機会が十分確保されないおそれがあり、
廃止できない。

各 府 省
国から地方公共団体への資料提出要求が後を絶た
ず、地方の過大な負担になっている。

各府省において、地方の指摘を踏まえ、地方公共
団体の過重な負担にならないよう適切に運用すべ
き。（総務省）

（注） 地方六団体の 国庫補助負担金等に関する改革案 （別表 ）について、各府省から提出された検討結果等をまとめた
ものである。

別紙

地方公共団体向け補助金等の執行過程における適正化等

地方公共団体向け補助金等（以下 補助金等 と

いう。）の執行については、地方公共団体の事業執

行の円滑化、事務負担の軽減の観点から、これまで

も各般の措置がとられてきているが、現状において

もなお不十分であるとの地方の声を国として真摯に

受け止め、そのニーズを踏まえた抜本的な改善を図

るために、以下の措置を講ずるものとする。

補助金等の交付決定については、年度後半と

りわけ年度末近くに行われている補助金等が少

なくない現状に鑑み、できる限り第 四半期に

行うように努め、遅くとも原則上半期に行う。

また、補助金等の交付についても、概算払い

等を可能な限り活用し、上記の趣旨を踏まえ、

地方公共団体の円滑な事業執行に資するよう早

お詫びと訂正

本紙 治水 第 号（ 月号） ページ掲載の

中国地方治水大会の治水事業概要説明 治水事業を

巡る最近の状況 の中で、国土交通省河川局河川管

理課長坪香 伸は、 河川環境課長坪香 伸 の誤

りでした。ご迷惑をおかけいたしましたことを深く

お詫び申し上げまして、ここに訂正いたします。

期に行う。

地方向け補助金等の交付申請手続きについて

は、事前手続も含め、一層簡素化することとし、

各省各庁において地方の要望を聴取し、各大臣

が責任を持って具体的改善を図る。

なお、地方公共団体の事業執行の円滑化、事

務負担の軽減のみならず、自主性の尊重の観点

からも、できる限り地方の裁量権を確保できる

仕組みとなるような交付金化等を図る。

これらは、地方のみならず、国の行政効率化にも

著しく資することを踏まえ、その実現のため、各大

臣は自らリーダーシップをとって改革に取り組み、

実施状況を官房長官に報告することとする。


